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１ 2

近年、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化など子育てをめぐる地域や家庭の状況は変化してい
ます。また、出産に伴う女性の就労継続も依然として厳しい状況にあるなど、子育て家庭を取り巻く社会や
経済の環境の変化によって、子育ての負担や不安、孤立感が高まっている状況です。
こうした中、国では平成24年８月に「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・

子育て支援法等の施行に伴う関係法律整備法」のいわゆる「子ども・子育て関連３法」を制定し、平成27年度
からは「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。これを受けて本町では、平成27年度から令和元年度
までを計画期間とする「湯河原町第1期子ども・子育て支援事業計画」（以下「第１期計画」）を策定し、子ども・
子育て支援に関する様々な施策を展開してきました。
これを継承したものが「湯河原町第２期子ども・子育て支援事業計画」（以下「本計画」）です。本計画

では、国による令和元年の「子ども・子育て支援法」の一部改正といった基本指針の改正等を踏まえた内容
となっております。また、平成30年度に実施した子ども・子育て支援に係るアンケート調査の結果や、「子ども・
子育て会議」等での議論、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の見込量などを勘案し、本町の現状や
課題を反映した計画となるよう策定されています。

近年、核家族化の進展や地域のつなが
ます。また、出産に伴う女性の就労継続も

<計画策定の趣旨>

子育て会議」等での議論、教育 保育や地
課題を反映した計画となるよう策定されて

<計画の基本理念>

<計画の視点>

<新制度の概要>
平成24年８月に成立した子ども・子育て関連３法に基づく制度で、平成27年度からスタートしました。

さらに、令和元年10月には「子ども・子育て支援法」の一部改正により、子育てのための施設等利用給付が
新設されました。

子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性を認定
したうえで、給付を支給する仕組みとなっています。

計画の概要 子ども・子育て支援新制度とは

対象者

満３歳以上の学校教育のみの就学前の子ども（保育の必要性なし）

満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども（保育を必要とする子ども）

満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども（保育を必要とする子ども）

認定区分

１号認定
２号認定
３号認定

<計画期間>
本計画の期間は、法律に基づき、令和２年度から令和６年度までの５年間です。

平成
26年度

令和
元年度27年度 28年度

令和
２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度29年度 30年度

計画
策定

計画
策定

第１期子ども・子育て支援事業計画

第2期子ども・子育て支援事業計画

11 子どもの視点 55 すべての子どもと家庭への視点

66 地域における社会資源の効果的な活用の視点

77 地域特性の視点

22 次代の親の育成という視点

33 サービス利用者の視点

44 社会全体による支援の視点

●認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の
    給付（「施設型給付」）及び小規模保育等への
　給付（「地域型保育給付」）の創設
●認定こども園制度の改正（幼保連携型認定こども
    園の改善等）
　・幼保連携型認定こども園について、認可・指導
      監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての 
      法的位置づけ
　・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に
      一本化
●地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者    
支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ 
などの「地域子ども・子育て支援事業」）の充実

●市町村が実施主体
　・市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、
      給付・事業を実施
　・国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に
      支える
●政府の推進体制
　・制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備
    （内閣府に子ども・子育て本部を設置）
●子ども・子育て会議の設置
　・国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者
      代表、子育て当事者、子育て支援当事者等が、
      子育て支援政策プロセス等に参画・関与する
      ことができる仕組みとして、子ども・子育て
      会議を設置
　・市町村等の合議制機関（地方版子ども・子育て
      会議）の設置努力義務

新制度の主なポイント

■　現金給付
　　●児童手当
■　教育・保育給付
　 ●施設型給付
　　　・認定こども園
　　　・幼稚園
　　　・保育所

●地域型保育給付
　・小規模保育
　・家庭的保育
　・居宅訪問型保育
　・事業所内保育

■　子育てのための施設等利用給付
（令和元年10月～）

　・幼児教育・保育の無償化

子ども・子育て支援給付

地域子ども・子育て支援事業
①利用者支援事業
②地域子育て支援拠点事業
③妊婦健康診査事業
④乳児家庭全戸訪問事業
⑤養育支援訪問事業
⑥子育て短期支援事業（ショートステイ事業）
⑦子育て援助活動支援事業
　（ファミリー・サポート・センター事業）
⑧一時預かり事業
⑨延長保育事業
⑩病児・病後児保育事業
⑪放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）
⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業
⑬多様な主体が本制度に参入することを促進する
　ための事業

の基本理念>

の視点>

自然とやさしさの中で健やかに
子どもが育つまち子どもが育つまち

自然とやさしさの中で健やかに
子どもが育つまち
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１　子育てサロン  ７　 延長保育
２　一時預かり  ８　 保育内容の充実
３　ファミリー・サポート・センター事業  ９　 園庭開放（保育園・幼稚園）
４　育児・教育相談 １０　放課後児童健全育成事業（学童保育）
５　幼稚園での預かり保育 １１　放課後子ども教室推進事業
６　通常保育（待機児童ゼロ） １２　多世代交流事業

１　地域における子育て支援・保育サービスの充実

５０　マタニティクラス ５６　給食試食会
５１　妊産婦・新生児・乳幼児訪問 ５７　ふれあい給食
５２　各種乳幼児健康診査 ５８　小学生の料理教室
５３　離乳食講習会 ５９　サポートメイト養成・食育サポート養成
５４　育児相談（栄養相談） ６０　土にふれあう園児のつどい
５５　保育園・幼稚園・小学校・中学校における
　　 食育の推進

２　食育の推進２　食育の推進

６１　思春期の子どもへの教育 ６２　スクールカウンセラーの配置

３　思春期保健対策の充実

６３　医療機関の情報提供 ６５　小児医療費の助成
６４　新生児聴覚検査

４　小児医療の充実

３９　４か月児健康診査 ４５　３歳６か月児健康診査
４０　８～９か月健康診査 ４６　２歳児歯科検診及び２歳６か月児歯科検診
４１　１歳６か月児健康診査 ４７　ハイリスク歯科検診
４２　１歳児歯科教室 ４８　予防接種
４３　子育て相談（心理相談） ４９　地区組織活動、母子保健推進員の育成
４４　予防接種相談　　　　

１　子どもや母親の健康の確保

１３　子育て支援ネットワークの構築 １７　消防出初め式
１４　相談窓口の一元化 １８　読み聞かせ（ボランティア）
１５　保育園児と高齢者との交流 １９　保育園・幼稚園・小学校との連携
１６　敬老のつどい 

２　子育て支援のネットワークづくり

3 4

基本理念を実現するための施策事業

１　地域における子育て支援

２　母子・思春期保健の事業
８１　保育ボランティアの受入れ

１　次代の親の育成

６６　不妊治療費助成 ７４　こんにちは赤ちゃん事業
６７　不育症治療費助成 ７５　育児相談
６８　マタニティクラス ７６　かるがも育児教室
６９　妊婦健康診査 ７７　離乳食講習会
７０　ハイリスク母子訪問指導 ７８　親子の自主サークル つちのこクラブ
７１　妊産婦・乳幼児訪問指導 ７９　親子の自主サークル このゆびとまれ
７２　産婦健康診査 ８０　マタニティ・サポート119
７３　産後ケア　　　　　　　　　　　　

５　安心して妊娠、出産を迎えるための環境づくり５　安心して妊娠、出産を迎えるための環境づくり

３　子どもの教育環境の整備

３　児童の健全育成支援
２０　町民レクリエーションのつどい開催事業 
２１　小・中学生の町内清掃作業 
２２　中学生職場体験事業 
２３　青少年地域体験活動支援事業 
２４　三原市・湯河原町親善都市子ども交流推進事業 
２５　たこづくり教室 
２６　新春たこあげ大会 
27　親子陶芸教室開催事業
２８　自然科学・歴史文化探訪事業
２９　地域会館活用事業

３０　ジュニアリーダー養成事業
３１　子どもワークショップ
３２　美術館たんけん
３３　鑑賞教室
３４　教育支援教室の充実
３５　育英奨学金制度
３６　要保護・準要保護児童生徒援助費及び
       特別支援教育奨励費補助金
３７　私立幼稚園就園奨励費助成制度
３８　薬物乱用、喫煙防止教育の推進
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140　あゆみの会 142　児童福祉法に基づく障がい児通所支援
141　重度障がい者医療費助成制度 143　相談・指導体制の整備

122　男女共同参画意識の啓発

１　働き方の見直し

５　職業生活と家庭生活の両立の推進

123　家庭内での事故防止 125　交通安全教室の充実
124　交通安全運動の推進 126　チャイルドシート等の普及

１　子どもの不慮の事故防止対策の推進

３　障がい児施策の推進

127　防犯安全教育の推進 131　防犯運動の推進
128　防犯ブザーの配布 132　防犯カメラの設置助成
129　防犯情報の提供　　　　　　　　　　 
130　青少年相談員設置事業（非行の防止と相談体制の充実）

２　子どもを犯罪者等の被害から守るための活動の推進

133　相談・指導体制の整備 136　要保護児童対策地域協議会
134　健康診査や相談時等の対応 137　児童委員、主任児童委員による相談・見守り
135　青少年相談員設置事業（虐待情報の把握）　

１　児童虐待防止対策の充実
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118　道路施設の維持及び整備 119　違法駐車防止の啓発

２　安全な道路交通環境の整備

120　公共施設、トイレ等のバリアフリー化の推進 121　防犯灯の整備

３　安心して外出できるまちづくり

113　家庭教育学級の充実 116　セカンドブック
114　町立学校施設開放事業 117　おはなしだっこ
115　ブックスタート　　　　　　　　　　

３　家庭や地域の教育力の向上

１　良質な住宅や良好な居住環境の確保

4　子どもにやさしい生活環境の整備

６　子どもと地域の安心・安全の確保

7　特に支援の必要な子どもたちと家庭への支援の充実

138　ひとり親家庭等医療費の助成 139　保育園の優先入園

２　母子家庭等の自立支援の推進

144　要保護・準要保護児童生徒援助費及び 147　スクールソーシャルワーカーの配置
　　　特別支援教育奨励費補助金※ 148　ひとり親家庭等医療費の助成※
145　育英奨学金制度※ 149　寡婦（夫）控除のみなし適用
146　スクールカウンセラーの配置※　　　

４　子どもの貧困対策の推進（※は再掲）

８２　ポート・スティーブンス市中学生派遣事業  
８３　歯科保健指導  
８４　国際理解教育　外国文化に親しむ活動  
８５　社会人講師の活用 
８６　学校独自の事業の実施 
８７　宿泊学習 
８８　夏休み学習相談の開催 
８９　いじめ０をめざして 
９０　道徳教育の充実 
９１　休み時間を利用した体力づくりの推進 
９２　地域と学校との連携協力による多様な体験活動 
９３　情報教育の推進 
９４　ボランティアによる読み聞かせ 
９５　地域に開かれた学校づくり 
９６　教職員の資質の向上 
９７　 外国人教師の活用

２　子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備
９８　 スタディーサポートの活用
９９　 人権教育等促進事業
100　ハートフルウィーク
101　幼保小外国語活動の推進
102　明るい選挙啓発ポスター作品募集事業
103　足柄下郡中学校生徒標語募集事業
104　環境学習事業
105　浄水センター施設見学会
106　「下水道の日」標語等作品募集事業
107　学校巡回文庫
108　子どもとしょかんクラブ
109　おはなし会
110　子ども読書まつり
111　としょかんたんけん隊・一日図書館員
112　ねむれないほどこわ～いおはなし会
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幼児期の教育・保育の量の見込みと確保の内容

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保提供量

項　目
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量
量の見込み
確保提供量

令和２年度 令和6年度 単位

か所数利用者支援事業

延べ利用回数／年地域子育て支援拠点事業

延べ受診回数／年

訪問件数／年

延べ利用者数／年

延べ利用者数／年

延べ利用者数／年

人

人

妊婦健康診査事業

乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）

ファミリー・サポート・センター事業
（子育て援助活動支援事業）

学童保育事業
（放課後児童健全育成事業）

一時預かり事業（幼稚園在園児）

一時預かり事業（幼稚園在園児以外）

放課後子ども教室推進事業

－
１

6,120
6,120
868
868
68
68
657
657
616
616
237
237
109
250
175
175

－
１

7,740
7,740
1,064
1,064
84
84
837
837
791
791
302
302
159
250
175
175

計
画
年
度

令
和
２
年
度

利用者区分 Ⓐ量の見込み 教育･
保育施設

確認を受け
ない幼稚園

地域型
保育事業

認定
こども園

Ⓑ計 Ⓑ－Ⓐ

単位：人

１号認定
学校教育を希望
上記以外
０歳児
１・２歳児
計

２号認定

３号認定

Ⓑ確保の内容

82
27
198
10
116
433

0

0

0
0
0

125

312

21
127
585

43

87

11
11
152

125

312

21
127
585

0

0
0
0

１号認定

計

64
21
154
8
90
337

0

0

0
0
0

0

0
0
0

125

312

21
127
585

61

137

13
37
248

125

312

21
127
585

令
和
６
年
度

学校教育を希望
上記以外
０歳児
１・２歳児

２号認定

３号認定

令和２年３月

湯河原町
令和２年３月

湯河原町

令和２年度～令和６年度

子ども・子育て
支援事業計画
子ども・子育て
支援事業計画

概要版

第２期湯河原町


